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新涯ポンプ場放流渠耐震化工事

実 施 設 計 書

福山市新涯町二丁目及び新涯町四丁目地内
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1．

2．

3．

4．

5．

6．

台風等により暴風雨等が予測される場合は、保安施設（工事看板等）が頑丈に固定されていることを確認するとともに、設置場所等の状況によっては、

一時撤去し、飛散しないように最善の策を講ずること。

「警備員等の検定等に関する規則」により、広島県公安委員会から認定告示（2020年10月1日広島県公安委員会告示第73号）のあった路線に係る交通誘

導を実施する場合については、交通誘導警備員Ａを誘導日あたり１名以上配置すること。

交通誘導警備員Ｂとは、警備業者の警備員で、交通誘導警備員Ａ以外の交通の誘導に従事するものをいう。

特　　記　　仕　　様　　書

本特記仕様書は、福山市上下水道局施設部施設整備課の発注する工事に適用する。

施工にあたり、日本国の関係諸法令、諸官公庁の通達、施工に関する協定事項等を遵守し、諸官公署への届出及び許可等の手続きを速やかに行ない、監

督員に報告すること。

契約約款第３条に基づき、契約締結後１４日以内に工程表を作成し、提出すること。

施工にあたり、必要な事項及び固有の条件等は、この特記仕様書によるもののほか、別紙、施工条件表のとおりとする。なお、施工条件に変更が生じた

場合は、監督員と協議すること。

本特記仕様書に記載のない事項については、「福山市工事請負契約約款（契約書を含む）」、「設計図書（別冊図面、仕様書、現場説明書及び現場説明
に対する質問回答書をいう）」、「福山市上下水道局建設工事施行規程」、「福山市上下水道局工事検査技術基準」、「福山市下水道構造標準図」、
「下水道土木工事共通仕様書(案)-2021年版-〔 (公社)日本下水道協会〕」、「広島県土木工事共通仕様書（令和7年8月）」、その他関係規則によるもの
とする。

施工に伴い事故が発生した場合は、迅速に所要の措置を講じるとともに、事故発生の原因及び経過、並びに事故による被害の内容等について、速やかに

「事故等速報」等により、監督員に報告すること。

片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生のないように努めるこ

と。

保安施設は、「広島県土木工事共通仕様書」による現道工事における保安施設配置図（案）及び保安施設設置基準を基本とし、現場条件等に応じ適切に
実施すること。ただし、「工事表示板」及び「工事情報看板」、「工事説明看板」、「まわり道案内表示板」の標準様式については、次のとおりとする

こと。なお、この標準様式によらない場合は、監督員と協議すること。

路面の補修及び転落防止対策に努めるなど、交通及び保安上の十分な措置を講じること。

施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、振動等を原因として生じた、建物等の損害等の補償に関しては、「福山市上下水道局建設工事損失補償

事務特記仕様書」によるものとする。

作業時間外（夜間等）に交通制限を行う場合は、その範囲を最小限とし夜間の保安施設は注意灯、回転灯及び防護柵等を設置して十分に配慮すること。

着工前に地元関係者と本工事の施工方法等について、十分に打合せ等を行い理解を得て円滑に工事が完成するよう努めること。

　専任が義務付けられた工事に配置される技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しな
いものとする。なお、工期の終期が到来する前に工事完成検査が終了した場合の配置期間は、引渡しを受けた日までとする。

主任（監理）技術者の変更の特例

④工事完成後、検査が終了し、事務手続きなどの残務があり、引渡しを受けるまでの期間

②受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長されたとき

｢工事表示板｣、「工事情報看板」、「工事説明看板」、「まわり道案内表示板」の標準様式については、次のとおりとする。なお、看板の寸法は、現場条
件等に応じて適切な大きさとすること。

交通誘導警備員を配置するにあたって、安全かつ円滑な交通が確保できるよう状況を十分に把握し、現場条件に応じた適正人員の確保及び配置を行うこ

と。また、交通誘導警備員に対して、現場条件に関する教育等を行なうこと。
受注者は工事現場の交通状況を十分に把握し、交通誘導警備員の休憩、休息時間において交通誘導警備員が必要な場合は、監督員と協議を行って交替要

員を配置するものとし、必要と認められる場合は契約変更できるものとする。

工事開始日以降４０日以内に着手すること。

　次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任（監理）技術者の変更ができるものとする。

主任（監理）技術者の専任期間等

本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

施工に伴い止むを得ず路面に段差が生じた状態で交通開放する場合は、通行者に周知が図れるよう警戒看板等を設置するとともに、通行者の安全に十分

配慮すること。

作業休止中（休日等）で通行に支障のない場合は、作業のないことの周知が図れるように標識等を撤去またはシート等でかくす等、措置すること。

保安施設のうち工事情報看板の設置時期については、工事現場周辺の住民及び道路利用者等に十分周知の図れるよう事前に設置すること。また、その他

の保安施設の設置時期は、現場着手にあわせて適切な時期に設置すること。

交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導の対象となる施工量に対し、作業日当り標準作業量から必要な人数を見込んでいる。従って、正当な理由があ
る場合を除き、施工実績等による交通誘導警備員の積み上げ人数の増員に対する変更は行なわない。また、工事実績の交通誘導警備員が減となった場合

は、実績数量により変更を行なう。ただし、交通誘導警備員の対象となる施工量に増減等が生じた場合はこの限りでない。
交通誘導警備員Ａとは、警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1

条第4項に規定する交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員をいう。

発注者が近接する建物等の調査を実施する場合は、受注者は発注者の行う調査の範囲を把握し、近接する区間の施工には、細心の注意をはらい施工する

こと。
発注者が調査を実施しない建物等について、受注者は必要に応じて事前に建物等の調査を実施すること。なお、調査箇所等を変更をする必要がある場合

は、別途、協議すること。
事業損失が発生する可能性があるときは、監督員と協議すること。

②工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

　なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任（監理)技術者がこれを管理する必要があるが、

　当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任

　（監理)技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。

①契約書上の工期の始期から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間）

作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。

③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点

　なお、いずれの場合も発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任（監

　理）技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品

　質確保等に支障がないと認められることが必要である。

①技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護による就業不能、または退職等の真にやむを得ない理由により交代が必要と認められるとき
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第９節 情報共有システムの利用
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第３章 材料

第１節 埋戻材（処理土）
1．

2．

3．

4．

5．

第４章 建設副産物

第１節 建設発生土
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第３節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）
1．

2．

3．

4．

施工方法、建設機械の騒音及び振動の大きさ、発生実態、発生機構等について十分理解し、工事現場及び現場周辺の状況に留意して施工すること。

下水道用硬質塩化ビニル管は、JSWAS〔K－１〕（日本下水道協会）の規格によるものとする。また、その取扱い及び施工は、同規格書の〔参考資料3〕

「硬質塩化ビニル管の施工標準」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

小黒板情報電子化対応ソフトウェアを使用する場合は、「土木工事共通仕様書（広島版）」に従い、工事契約後に監督員の承諾を得たうえで、使用する
機器・ソフトウェア等について工事着手までに提出すること。また、工事完成時に小黒板情報の電子的記入を行った写真の信憑性確認を行い、その結果

を監督員へ提出すること。

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管は、JSWAS〔K－６〕（日本下水道協会）の規格によるものとする。また、その取扱い及び施工は、同規格書の〔参考

資料４〕「施工上の留意点」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホールは、JSWAS〔K－9〕（日本下水道協会）の規格によるものとする。また、その取扱い及び施工は、同規格書の

〔参考資料2〕「硬質塩化ビニル製小型マンホールの施工標準」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管は、JSWAS〔A－６〕（日本下水道協会）の規格によるものとする。また、その取扱い及び施工は、同規格

書の〔参考資料４〕「管の取り扱い及び管路の構成」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

資機材等の運搬にあたっては、運搬経路及び作業時間帯に留意すること。

施工に伴う騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等について、関係法令及び仕様書の規定を遵守の上、周辺地域の環境保全に努めるものとする。また、施工

計画及び工事実施の各段階において十分検討して必要な措置を講じること。
受注者は、大気汚染防止法に基づき本工事が特定工事に該当するかについて、事前調査（設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視
による調査等）を行いその結果を監督員に説明し、事前調査結果（受注者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果等）を現場の公衆に見やすい場
所に掲示すること。なお、掲示物の大きさは長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上（A3用紙以上、縦長横長問わず）とする。また、監督員への説明書面の写
し、及び事前調査の記録は、工事完了後３年間保存すること。

下水道用鋳鉄製防護ふたは、「福山市型鋳鉄製防護ふた仕様書」に基づき製作され、本局が承認した製品とする。また、その取扱い及び施工は、JSWAS
〔G－3〕（日本下水道協会）による〔参考資料1〕「鋳鉄製防護ふた施工上の留意点」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施する

こと。

下水道用鉄筋コンクリート製円形マンホールは、JSWAS〔A－11〕（日本下水道協会）規格製品とする。また、その取扱い及び施工は、JSWAS〔A－

11〕（日本下水道協会）による〔参考資料1〕「設計及び施工上の留意点」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。
下水道用鋳鉄製マンホールふたは、「福山市型鋳鉄製マンホールふた（標準）仕様書」、「福山市型鋳鉄製マンホールふた（高機能）仕様書」に基づき
製作され、本局が承認した製品とする。また、その取扱い及び施工は、JSWAS〔G－4〕（日本下水道協会）による〔参考資料2〕「鋳鉄製マンホールふ

たの施工上の留意事項」及び「下水道土木工事共通仕様書（案）」に基づき適切に実施すること。

施工に伴い通常避けることができない損害等の発生が予見されるときは、速やかに監督員に協議すること。

必要に応じて試掘を実施し、その位置を確認すること。また、当該管理者との協議及び試掘の結果を発注者へ提出すること。

施工方法、建設機械の騒音及び振動の大きさ、発生実態、発生機構等について十分理解して、工事現場及び現場周辺の状況に留意すること。

本工事に必要な現場事務所及び資材置場等の用地は、全て受注者の責任と負担において確保すること。

使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実
施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計

量証明書）を提出するものとする。

搬出先においては、許可看板と処分状況が確認できるよう、写真撮影を行なうとともに、伝票等を提出すること。また、必要に応じて現地確認、立入り

調査等を行なうこと。

コーン指数

特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。

再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県及び廃棄物処理法政令市が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うも
のの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要す

る費用（単価）は変更しない。

１により使用することとしている処理土について、何らかの事情によりその使用が困難である場合は、設計図書の内容について協議すること。

建設汚泥は、広島県及び廃棄物処理法政令市が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。

特定建設資材廃棄物は、広島県及び廃棄物処理法政令市が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。

本工事に使用する購入土は、建設発生土処分先一覧表（広島県）に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。以下同
じ。）を使用するものとする。積算にあたっては、運搬費と処理土購入費（工場渡し）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正

当な理由がある場合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表（広島県）に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は

建設発生土受入地(一時たい積を含む。)への搬出が困難となった場合は協議するものとする。

建設汚泥は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。

搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行なうとともに、計量伝票等を監督員に提出すること。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地(一時たい積を

含む。)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

基準値判定指標

工事完了時には、計量伝票等及び試験結果等を提出すること。
処理土は、次の要求品質を満足したものを監督員の確認を得て使用すること。

情報共有システムとは、業務の効率化を図り、受発注者間の情報を電子的に交換・共有するものであり、本工事が対象であるかは施工条件表を参照する

本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム　http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html

搬出先においては、許可看板と処分状況が確認できるよう、写真撮影を行なうとともに、伝票等を提出すること。また、必要に応じて現地確認、立入り

調査等を行なうこと。

50mm以下最大粒径
800KN/㎡以上

本工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表（広島県）に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地(一時た

い積を含む。)のいずれかに搬出するものとする。

再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県及び廃棄物処理法政令市が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うも
のの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要す

る費用（単価）は変更しない。

受注者は、情報共有システムの利用に当たり、「情報共有システム利用手引(土木工事)」に基づき運用すること。

受注者は、情報共有システムの利用対象としないことを希望する場合は、契約後すみやかに発注者にその旨を協議し、承諾を得ること。
受注者は、情報共有システムの利用に当たり、(一社）広島県土木協会に利用申込みを行い、利用料を支払うものとする。

工事着手前には、地下埋設物及び地下構造物の調査を行うとともに、当該管理者に立会を求めてその位置を確認し、管理者の指示を遵守して埋設物及び

構造物に損害を与えないよう注意して施工すること。

広島県土木工事共通仕様書（令和7年8月）『1-1-1-34 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、第3次基準値以上の建設

機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

土留工の施工は、地盤変動に留意して適切に設置撤去すること。また、設置撤去の不良により地下埋設物、通行者及び隣接物等に損害を与えた場合は、

受注者の責任により速やかに対処すること。
埋戻工の施工は、十分な締固めを行うこと。また、埋戻し及び締固めの不良により地下埋設物、通行者及び隣接物等に損害を与えた場合は、受注者の責

任により速やかに対処すること。



第４節 「広島県土砂の適正処理に関する条例」に係る届出及び許可
1．

2．

第５節 産業廃棄物の場外保管
1.

第６節 再生資源利用計画
1.

第５章 熱中症対策

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

第６章 その他
1. 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、または、疑義が生じた場合は、その都度、速やかに監督員と協議を行なうこと。

建設発生土について、事業区域外において土砂埋立区域の面積が2，000ｍ2以上となる土砂の埋立行為を行う場合は、土砂埋立区域ごとに福山市長の許

可を受けなければならない。

埋立行為（埋立て、盛土、たい積）

土砂の搬出
建設発生土について、500ｍ3以上（一時たい積場については500ｍ3/月以上）の土砂を事業区域外へ搬出するときは、「広島県土砂の適正処理に関する
条例」（平成16年広島県条例第1号、以下「広島県土砂条例」という。）第2章第8条に基づき、土砂の搬出に係る計画を定め、当該土砂の搬出を開始す

る日から起算して20日前（一時たい積場については、当該計画に係る月の初日の10日前）までに、福山市長へ届け出なければならない。

本工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300ｍ2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府
県知事に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

　本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。
工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日
間、年末年始6日間（12月29日～1月3日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日及び振替休日を除く3日間とす
る。）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費
の補正を行うものとする。
真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は、作業時間帯の最

高気温又は最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。
気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いること
を標準とする。

なお、本工事において、上記地上観測所及び観測地点は、｢福山｣とすることを標準とする。
受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出

し、計測結果を工事完成時までに監督員に提出すること。
受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督員と協議するものとする。
積算方法は次のとおりとする。
　（１）補正方法
　　　ア　受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。ただし、現場管理費率の補正は、｢積算寒冷地域で
　　　　　施工時期が冬期となる場合の補正｣、｢緊急工事の場合｣及び本通知の補正値を合計し、2％を上限とする。
　　　イ　真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期
　　　ウ　補正値（％）＝真夏日率×1.2
　（２）補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。
受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることが出来る。
検査員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供す

るとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。



情報共有システム 　　あ　り 　　な　し 設計金額３，５００万円以上の工事は、原則として情報共有システムを利用する。

段階確認 　　あ　り 　　な　し
施工の重要な段階において、監督員の段階確認を受け、適切に実施すること。
なお、段階確認の工種及び時期、箇所等については、監督員と事前に協議すること。

協議 　　あ　り 　　な　し

次のとおり、関係機関及び地域住民等との協議を行うこと。

関係機関 事項 協議の内容 備考

その他 施工方法等 地元関係者（土木常設員、町内会役員、水利役員）、その他関係者への説明

関係法令 関係法令に対する、届出、許可など
沿線商店 車両出入口 施工時間及び作業時間外の交通規制形態
関係機関

　　あ　り 　　な　し

取付ますを設置できる権利がある関係者に対し、あらかじめ取付管及び取付ますの設置に関して十分に説明し、設置
の有無及び設置場所の確認等を行い、「取付管及び取付ます設置確認書」を取得し、施工すること。また、取付ます
の深さについても、十分検討すること。
なお、取得した「取付管及び取付ます設置確認書」は、完成図書とあわせて提出すること。

誓約書の提出 　　あ　り 　　な　し

試験掘りに先立ち、水道管、ガス管、その他の地下埋設物に対し、施工による不測の事態に対処するため、各管理者
に誓約書を提出すること。また、その誓約書の写しを提出すること。
なお、福山市上下水道局に提出する誓約書には、福山市上下水道局指定の配水本管工事施工資格業者を誓約業者とし
て指定すること。

　　あ　り 　　な　し 現場着手に先立ち、「広島県土木工事共通仕様書」に基づき主要資材承認書を作成し、監督員の確認を得ること。

変更図面の作成 　　あ　り 　　な　し
設計図書に基づき現地の測量等を行い、試験掘りの結果及び地下埋設物等の状況について照査し、管路の法線及び高
さ等に変更が生じた場合は、変更図面を作成し、提出すること。

施　　工　　条　　件　　表

　対象工事名　 ： 　新涯ポンプ場放流渠耐震化工事　

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

①
　
計
画
準
備
関
係

施工計画書等の提出
　　あ　り 　　な　し 現場着手に先立ち、「広島県土木工事共通仕様書」に基づき施工計画書を作成し、監督員の確認を得ること。

取付ますの設置
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　　あ　り 　　な　し

工事用地 　　あ　り 　　な　し

工事区間において、次のとおり、一部未処理用地がある。

場所 面積 協議内容 完了見込時期 備考

場所 目的 面積 使用後の処置 備考

制約条件 　　あ　り 　　な　し

施工時期、施工時間及び施工方法に制約条件があるため、次のとおり、適切な処置を行うこと。

③
　
用
地
関
係

借地 　　あ　り 　　な　し

次のとおり、借地を見込んでいる。

場所 制約の要因 制約の内容 備考
全体

関連工事の名称 発注者名 予定期間 備考
新涯ポンプ場ポンプ設備取替工事 福山市上下水道局 2026年6月頃～2028年3月31日まで

新涯ポンプ場電気設備取替工事

円滑な交通の確保 施工時間帯は昼間とし、道路使用許可条件を遵守するものとする。

  準備期間     本工事施工期間   建物等調査期間  　変更協議期間
  後片付け期間     検査期間    ガス管移設期間  

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

②
　
工
程
関
係

工事期間 　　あ　り 　　な　し

工事期間は、次のとおりの期間の合計としている。また、本工事着手までの準備期間とし４０日間を、検査期間は１
４日間を見込んでいる。
なお、この工事期間には、雨天、休日等（作業期間内の全土曜日及び日曜日、並びに休暇等）を含んでいる。

  水道管移設期間  

関連する別途工事 　　あ　り 　　な　し

本工事に関連して、次の工事が施工、施工予定とされているため、相互に連絡・調整等を密にし施工すること。

福山市上下水道局 2026年6月頃～2028年3月31日まで

　　あ　り 　　な　し

新涯ポンプ場除塵設備取替工事 福山市上下水道局 2026年6月頃～2028年3月31日まで
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　　あ　り 　　な　し

濁水・湧水の処理 　　あ　り 　　な　し 施工に伴い発生する濁水・湧水は、水槽等の沈砂池により適切に処理し、排水すること。

六価クロム溶出試験
の実施

　　あ　り 　　な　し

次のとおり、「六価クロム溶出試験」を実施し、試験結果（計量証明書）を監督員に提出すること。
試験方法は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領による。
なお、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督員と協議すること。

場所 工種 配合設計段階検体数 施工後段階検体数 工法

調査内容 調査項目 数量 備考
井戸の調査及び
その他の調査等

　　あ　り 　　な　し

一部の区間において、第三者に何らかの影響をおよぼすことが懸念されるため、次のとおり、事前に井戸調査及びそ
の他の調査等を実施し、調査結果（計量証明書等）を監督員に提出すること。
なお、調査箇所等を変更する必要がある場合は、別途、協議すること。

建物等の調査 　　あ　り 　　な　し

一部の区間において、第三者に何らかの影響を及ぼすことが懸念されるため、次のとおり、発注者において近接する
建物等の調査を実施する予定としている。
なお、調査箇所等を変更をする必要がある場合は、別途、協議すること。

④
　
周
辺
環
境
保
全
関
係

建設公害の処置 　　あ　り 　　な　し

騒音・振動・粉塵・その他の防止のため、次のとおり、適切な処置を行うこと。

項目 処理方法 備考
建設機械（全般）

調査内容 調査項目 数量 備考

排ガス対策型の使用

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

備考
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真砂土 　　あ　り 　　な　し 埋戻土は、真砂土（購入）を使用すること。

簡易貫入試験 市道　14回以上/10cm
品質管理頻度 試験方法 (土研式円すい貫入試験) 県道　17回以上/10cm

現場密度試験 95％以上
(複数回の場合異な
る層、位置で実施)

⑥
埋
戻
関
係

処理土 　　あ　り 　　な　し 処理土の購入先は、建設発生土ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄを見込んでいる。

流用土（現場内流用） 　　あ　り 　　な　し

流用土（他工事流用） 　　あ　り 　　な　し

埋戻土は、次のとおり、他工事の発生土を流用する予定としている。
なお、止むを得ない事情により、これにより難い場合は、別途、協議すること。

品質管理 　　あ　り 　　な　し

（次のいずれか）

他工事名 搬入場所

場所 近接する施設 条件 備考

搬入時期 備考

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

⑤
　
安
全
対
策
関
係

近接施工 　　あ　り 　　な　し

重要施設に近接した施工となるため、次のとおり、適切に管理を行うこと。また、そのチェックリストを提出するこ
と。

作業時間内の埋戻復旧 　　あ　り 　　な　し

作業時間外は交通開放するため、掘削・埋戻は即日に実施すること。
また、作業時間内に埋戻し・仮復旧を完了させ、作業時間外は掘削に伴う開口部を残さないこと。
なお、不測の事態により、埋戻復旧ができない場合は、警察等の関係機関へ連絡し、監督員に報告すること。
掘削・埋戻・仮復旧に係る割増を見込んでいる。

埋戻土量・試験回数

埋戻土量500ｍ3につき1回
ただし、50ｍ3未満の場合は
省略できる。
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建設副産物情報
交換システム

　　あ　り 　　な　し 建設副産物情報交換システムの登録対象工事である。

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

広島県土砂の適正処理
に関する条例

　　あ　り 　　な　し 「広島県の土砂の適正処理に関する条例」に係る届出及び許可の対象となる工事である。

特定建設資材の廃棄物 　　あ　り 　　な　し

特定建設資材の廃棄物は、次の運搬先を見込んでいる。

種別 搬出場所 運搬距離 備考

福山市箕島町字長浜6184-1 仕様書のとおり
建設汚泥（泥水） 　　あ　り 　　な　し

建設汚泥（泥水）は、次の運搬先を見込んでいる。

種別 搬出場所 運搬距離 備考

建設汚泥（泥土） 　　あ　り 　　な　し

建設汚泥（泥土）は、次の運搬先を見込んでいる。

種別 搬出場所 運搬距離 備考

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

建設発生土 　　あ　り 　　な　し
　当該工事により発生する建設発生土は、広島県が公表する建設発生土処分先一覧表に記載されている建設発生土リサイ
クルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）に搬出するものとする。

⑦
　
建
設
副
産
物
関
係
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⑧
　
仮
設
関
係

土留 　　あ　り 　　な　し

仮設(土留)材料の残置 　　あ　り 　　な　し

路面覆工 　　あ　り 　　な　し

工法 土留種別 備考

仮設道路 　　あ　り 　　な　し

仮設道路を設置・使用するにあたり、次のとおり、適切に処置すること。

期間 安全施設 使用中の処置 使用後の処置 備考

一般搬入道路 　　あ　り 　　な　し

一般道路を搬入路として使用するにあたり、次のとおり、適切に処置すること。

搬入道路 期間 時間 工事中・後の処置

  発動発電機     低圧受電  

備考
全ての道路 工事期間 8時 ～ 17時 随時路面等の清掃、工事後舗装等の欠損部補修 処置は使用に伴い影響があった場合

  高圧受電  

水替 　　あ　り 　　な　し 施工に伴う湧水について、水替ポンプにより排水することを見込んでいる。

仮設電力設備 　　あ　り 　　な　し

次のとおり、仮設電力設備を見込んでいる。

  発動発電機     低圧受電    高圧受電  

場所 設備の種類 備考
開削水替工   発動発電機     

覆工材料の残置 　　あ　り 　　な　し

別途工事で引き続いて使用するため、次のとおり、工事終了後も覆工材料を残置すること。

場所 仕様 数量 付属部材 備考

場所

作業時間以外は交通開放するため、次のとおり、路面覆工を見込んでいる。

m
場所 覆工幅 覆工延長 仕様 備考

立坑①、③ 2.00 m 2.00 円形覆工板
立坑②、④ 1.50 m 1.50 m 〃

場所 仮設材料名 残置の形態 数量 備考

立坑⑤ 鋼製　ｔ＝6.4mm 計画地盤-1.5ｍ 1 基

次のとおり、工事終了後も仮設（土留）材料を残置すること。

立坑②、③ 鋼製ライナー 計画地盤-1.5ｍ

次のとおり、土留を見込んでいる。なお、開削工における建込土留については任意仮設とする。仮設方法は土質条
件・現場条件および周辺環境を考慮し施工管理・出来形管理を行うこと。

各1 基

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

  低圧受電    高圧受電  

立坑①、④ 鋼製　ｔ＝12mm 計画地盤-1.5ｍ 各1 基
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取付管①～⑤

　　あ　り 　　な　し

推進工法 　　あ　り 　　な　し

No.1立坑 → No.5立坑 鋼製さや管推進工法（ボーリング方式 一重ケーシング式）

管路部 〃 〃 〃

→ No.4立坑 〃
No.3立坑 → No.2立坑 〃

⑩
　
地
盤
改
良
・
推
進
関
係

薬液注入 　　あ　り 　　な　し

次のとおり、薬液注入工法を見込んでいる。なお、注入対象範囲は標準的なものを表している。注入率・注入割合は
グラウト協会を参照している。現場条件に合わせて実施すること。

場所 数量・区分等 工法

区間 工法 備考

No.3立坑

坑口部 〃

次のとおり、推進工法を見込んでいる。

〃

〃 〃

場所 支障物件 内容 備考
開削部 水道、雨水管 試験掘等を実施し別途協議

次の物件について、工事の支障となる可能性があることを見込んでいる。
なお、試験掘り等の結果により、別途、協議を行うこと。

⑨
　
工
事
支
障
物
件
関
係

試験掘り 　　あ　り 　　な　し

施工に先立ち、地下埋設物等の位置を確認するため、次のとおり、試験掘りを行うこと。

本工事に含まれる移設工事 　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

工事支障物件 　　あ　り 　　な　し

場所 移設物件 移設の形態 設計見込金額（税抜）

場所 確認物件 方法 備考

本工事では、次の移設工事を含んでいる。

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

No.1立坑 → No.2立坑 高耐荷力推進工法(泥水)

プラント 備考
立坑部 仕様書の通り 二重管ストレーナー(複相) 車上
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　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し

　　あ　り 　　な　し 契約約款第18条第1項第1号から第5号に係る照査を実施し、工事打合せ簿で報告すること。

　　あ　り 　　な　し

その他の図面 　　あ　り 　　な　し 福山市上下水道局の「福山市下水道構造標準図」（２０２３年４月１日改訂版）に基づき、適切に実施すること。

マンホール及び取付管
の位置調査

　　あ　り 　　な　し
工事の完了に伴い、「マンホール及び取付管の位置調査」の記載要領に基づき、マンホール及び取付管の位置を記入
した図面を作成し、提出すること。

項目 事　　　項 該　　当 内　　　　　　　　　　　　　　容

⑪
　
そ
の
他

取付ますの請求額 　　あ　り 　　な　し
設置した取付ますについて、材料費等を含めた設置費用として、設置依頼者等に対して請求する額は、
￥２1，０００円（消費税を含む）としている。

工事完成のお知らせ 　　あ　り 　　な　し
完成検査が終了した後、工事沿線の関係者に対して「下水道工事完成のお知らせ」（別途、参考様式有り）を配布す
ること。

　　あ　り 　　な　し

設計図書の照査

8/8



����������������������������������������

����� � �

�	
�
�
����
���
�

�����

��� ���

������ !"#$%&'()*+, !"-../��0123 4�*5.67��89:;<�*
=>"?@A3 4BC�3DEFG)-HI/�
)JKLHMNO3PQRMSTUVW+,BC�)
*XY012Z[\12]/^

_`ab
cd�eeefghijk
lm�eeengokpqh
cc�eeehrjphsjg
tmceeepuvsjghsjg

wx�eeeyzu{|k
}~�eee�qh��
mc�eeekpqhhsjg

������

��
��;������������������������������������
��������������

� ���X��������

�7����������
������=,�����
������������������
������������������
+,=4�)*������
�� ���������
¡¢��£�������������
¤¥�=��������������
�¦§¨©ª«��������
¬­®¯��������������
°�±Z��²������������

�³��́ µ¶�=��·������
�³���¸��l¹l������������
������º1����������������
������º1������������
������º1����������������
������º1��������
������º1����������������
����%»�=�¼²�����������
������½1����������������
����§¾¿®¯�����À��������
��



����������������������������������������������������	�			


����������������������������������������

� �

�
���������� �� �� �� �� ��
���� ��			������

 !�"# $%&'�()

���������������
����������
����*����

+�,	-������./0��

 $%&'�

���������������
����������
����*����

+�,	-	�����./0
�

 $%�123�#4 �()
56

���������������
����������
����*����

+�,	-	�	���./07�

&'89:56;

����������
����*����

+�,	-	�	�	�./0<�

=>?@A8:BCDEF;

��������-	GH��������I����

J							�	�		���

��� �
=>?@A8:KLMNDEF;

���������OG<��������I����

J							
	�		���

��� �
PQ8:RS;

<S8
��������-	G<�������I7����

J							<	�		���

��� �
4 :56;

����������
�����I����

+�,	-	�	�	
./0<�



����������������������������������������������������	�			


����������������������������������������

� �

�
���������� �� �� �� �� ��
�� !"#�
$%&'(	)%&'(	

*�+
��������(',%��������-����

.						+		�		����

�����/	��			+������
0123456�
$%&'(	)%&'(	

*�%
��������(',%��������-����

.						%		�		����

�����/	��			
������
0123478�
$%&'(	)%&'(	

*�

��������(',%��������-����

.						
		�		����

�����/	��			9������
:;<4=>?@�
$%&'(	)%&'(	

*�9
��������(',%��������-����

.						9		�		����

�����/	��			(������
ABC=>�
$%&'(	)%&'(	

*�(
��������(',%��������-����

.						(		�		����

�����/	��			'������
DE!AB�
$%&'(	)%&'(	

*�F
��������(',%��������-����

.						F		�		����

�����/	��			G������
HCIJ�
$%&'(	)%&'(	
+%KLMNOPQ *�'

���������%��������OP���

.						'		�		����

�����/	��		++������
RSTU78�
$%&'(	)%&'(	

*�V
�������('%���������7����

.						V		�		����

�����/	��		+%������
#W�XYZ[

����������
����\����

]+̂	(	+	+	9_`a9�



����������������������������������������������������	�			


����������������������������������������

� �

�
���������� �� �� �� �� ��
��� !�
"#$%&	'#$%&	

(�)	
��������&%*#��������+����

,					)			�		����

�����-	��		).������
���
/01�
"#$%&	'#$%&	

(�))
��������&%*#��������+����

,					))		�		����

�����-	��		)
������
�23�456�78��9:

;<

���������)�����
����������
����=����

>)?	&	)	)��@AB.�

CDEFG;<H

����������
����=����

>)?	&	)	)	)@AB
�

IJKLMEGNOPQRH

��������
%����������+����

S							)	�		���

��� �
IJKLMEGTUVWPQRH

���������.*
��������+����

S							#	�		���

��� �
IJKLMEGXUVWPQRH

���������)*Y��������+����

S							.	�		���

��� �
Z[EG\]H


]E
��������
&*̂�������+.����

S							
	�		���

��� �
8�G;<H

����������
�����+����

>)?	&	)	)	#@AB
�



����������������������������������������������������	�			


����������������������������������������

� �

�
���������� �� �� �� �� ��
�� !"#�
$%&'
	(%&'
	

)�*
��������
%����������+����

,						*		�		����

�����-	��			*������
./01234�
$%&'
	(%&'
	

)�%
��������
%����������+����

,						%		�		����

�����-	��			5������
./01267�
$%&'
	(%&'
	

)�5
��������
%����������+����

,						5		�		����

�����-	��			8������
9:;2<=>?�
$%&'
	(%&'
	

)�8
��������
%����������+����

,						8		�		����

�����-	��			
������
@AB<=�
$%&'
	(%&'
	

)�

��������
%����������+����

,						
		�		����

�����-	��			'������
CD!@A�
$%&'
	(%&'
	

)�E
��������
%����������+����

,						E		�		����

�����-	��			F������
GBHI�
$%&'
	(%&'
	
*%JKLMNOP )�'

���������%��������NO���

,						'		�		����

�����-	��		**������
QRST67�
$%&'
	(%&'
	

)�U
�������
%	���������6����

,						U		�		����

�����-	��		*%������
#V�WXYZ

����������
����[����

\*]	
	*	*	8̂ _`8�



����������������������������������������������������	�			


����������������������������������������

� �

�
���������� �� �� �� �� ��
��� !�
"#$%&	'#$%&	

(�)	
��������&#����������*����

+					)			�		����

�����,	��		)-������
���
./0�
"#$%&	'#$%&	

(�))
��������&#����������*����

+					))		�		����

�����,	��		)1������
23�

���������)�����
����������
����4����

5)6	&	)	1��789-�

23�

����������
����4����

5)6	&	)	1	)7891�

:;<=>
?2�@	AB)#	CDE*-FGH
IJK@)	*�LMN?2

��������)%���������O����

P)	&		&-���		����

�����,	��		)&������
:;<QR�ST

���������#��������UV���

PWX)		-%���		����

�����,	��		)Y������
ZZ[\���ZZ

]		#	̂ _̀ abcEdeH$fghi��������j

klmQ�no

����������

p		)q������

^rstuu
vw�uuu
nuuuuu



����������������������������������������������������	�			


����������������������������������������

� �

�
���������� �� �� �� �� ��
��� !"�#��

��$�����

%&'(�

����������

#)*+,,
-.�,,,
/,,,,,

����0���

12'(�/3

����������

#)*+,,
-.�,,,

4567/,

/,,,,,
89:;�

����������

#)*+,,
-.�,,,
/,,,,,

<=>-���
<=-.���

12'(�#

�����?��

��@�AB<���

����������

#)*+,,
-.�,,,
/,,,,,



����������������������������������������������������	�			


����������������������������������������

� �

�
���������� �� �� �� �� ��
��������

�� !"#����



位 置 図 s=1:10,000

工事施工箇所



１．１　適用範囲

１．３　コンクリートの仕様　

１．４　砕石基礎工及び均しコンクリート工

砕石基礎工及び均しコンクリートは１．３表による。　

１．２表　コンクリートの仕様

コンクリートは１．２表による。　

（２）図面及び構造細目共通図に記載されていない事項は、下記に基づくものとし、これらに

　　 相違がある場合は監督職員に確認し指示を受ける。

（１）本構造細目共通図は、下水道施設における処理場、ポンプ場の土木構造物に適用する。

種　別 径

鉄筋の種類及び継手は１．１表による。　

Ｌ

５．２　隣り合う継手の位置

～Ｄ２２
Ｄ１９

フックなし フックあり

３０・ｄ

４０・ｄ

５０・ｄ

４０・ｄ

５０・ｄ

６０・ｄ

ＳＤ３４５

鉄筋の種類 鉄 筋 径

Ｄ１６以下

Ｄ２５以上

フックなし フックあり フックなし フックあり

６５・ｄ

６０・ｄ

５０・ｄ ４０・ｄ

５０・ｄ

５５・ｄ４０・ｄ

３５・ｄ

３０・ｄ４０・ｄ

４５・ｄ

５０・ｄ

鉄 筋 径鉄筋の種類

ＳＤ３４５

Ｄ１６以下

Ｄ２５以上

５．１図　フックのある場合の定着及び継手要領

５．１．２　継手の特記事項

Ｓ

Ｓ  :定着長

設計基準

強　　度

２４以上
２７未満

（１） 継手は極力応力の小さい位置に設ける｡

（２）径が異なる鉄筋の継手長さは、細い鉄筋の径による。

（３）継手は相互にずらすことを原則とする。

（４）フックのある場合の継手長及び定着長には、５．１図に示すようにフック部分Ｌを

（１） 同一断面での継手は軸方向に相互にずらす。

（２） ずらす距離（Ｌ）は、太い方の鉄筋径の２５倍以上とする。

　　　 接手工法を採用することができる。

（３） 前記（１）を確保できない場合は、監督職員の承諾を得て、ガス圧接継手又は機械式

（４） 継手部の鉄筋のあきは、粗骨材の最大寸法以上とする。

Ｓ

継
手

長
継

手
長

Ｌ

５．２図　重ね継手工法

Ｌ ≧ ２５ｄ(ｄ：太い方の鉄筋径)

（２） 異なる径の鉄筋をガス圧接する場合、鉄筋径の差が５mmを超える圧接をしてはなら

(Ｎ/mm )

Ｓ

Ｌ

床版・スラブ・梁

４．１　かぶり厚さ

４．２　最小かぶり厚さ

４．３　鉄筋相互のあき

５．１　鉄筋の継手及び定着

環　境 部 位

・塩害対策地域の施工の場合

部位
環境

（注）梁：大梁、小梁、基礎梁、片持梁をいう。

対策区分

７０

－

７０

－
７０

７０５０

７０

Ⅱ,Ⅲ

Ⅰ・

・
大気中

水中・土中等

水中・土中等

大気中

１：部位により最小かぶり厚さの判断が困難な場合は、監督職員の指示を得る。

２：杭基礎の底版・フーチング下端筋のかぶり厚さは、７.杭基礎の補強を参照する。

大気中

水中・土中等 ５０

５０ ５０

７０

－

７０

柱・壁 底版・フーチング

５．１．１　継手長及び定着長の基本

（１）鉄筋の重ね継手長さは５．１表、定着の長さは、５．２表による。

４．１表　鉄筋の最小かぶり厚さ（mm）

２．１　用語の定義

２．２　一般注意事項

部材厚さ（Ｂ）

応力を分散させる目的で、通常、主鉄筋に対して直角（スラブ、壁部材

せん断力に抵抗するように配置される主鉄筋を拘束する鉄筋

はりの水平用心鉄筋、スラブ、壁の主鉄筋

の場合）に配置される鉄筋

あるいは配力鉄筋の厚み方向の間隔を確保するための鉄筋

各種限界状態を満足させるために計算し、配置される鉄筋

幅 止 め 鉄筋

配 力 鉄 筋

主　鉄　筋

用　　語 説　　　明

せ ん 断
補 強 鉄 筋

２．１表　用語の定義

かぶり厚さ

躯体面

増打

かぶり厚さ

かぶり厚さ

かぶり厚さ

４．１図　鉄筋のかぶり厚さ

５．２．１　鉄筋の重ね継手

５．１表　鉄筋の重ね継手長さ

Ｓ  :重ね継手長

鉄筋中心間隔２００mm以上 １００mm以上２００mm未満

１）土木工事特記仕様書

２）土木工事共通仕様書

３）コンクリート標準示方書・施工編

４）コンクリート標準示方書・設計編

全国上下水道コンサルタント協会

国土交通省中国地方整備局

土木学会

土木学会

（別紙による。)

（令和７年版）

（2023年版　）

（2022年版　）

本構造細目共通図中で使用する用語の定義は、２．１表のとおりとする。

設計図は、監督職員の承諾を得なければ変更してはならない。変更の必要を生じた場合は、

監督職員と協議すること。

かぶり厚さとは、一番外側の鉄筋（幅止め筋を除く）の外面から躯体面までの距離

（４．１図）をいう。

鉄筋組立後のかぶり厚さは、最小かぶり厚さ以上を確保し、最小かぶり厚に許容施工誤差

１０mmを加えた厚さ以内に納めるものとする。

最小かぶり厚さは、４．１表による。

床版、梁、基礎及び擁壁で、直接土に接する部分のかぶり厚さには、均しコンクリートの

厚さを含まない。

（２）ｄは、鉄筋直径（呼び名）を示す。

鉄筋の折曲げ加工は、３．１表及び３．２表を標準とする。

（１）Ｄは、折曲げ内法直径を示す。

Ｄ

Ｄ Ｄ

Ｄ Ｄ

ｄ

ｄ

（馬筋）

あばら筋、帯筋

スパイラル筋

曲げ
角度

曲げ内法
直径

位　置 使 用 箇 所

定着末端部

梁

幅止め鉄筋

壁

５ｄ以上

５ｄ以上

５ｄ以上

５ｄ以上

５ｄ以上

中間部

末端部

折曲げ鉄筋

３．１表　鉄筋曲げ加工（１）

折曲げ図及び
折曲げ後の余長

床版

スターラップ、

帯鉄筋、

フープ筋　等

底版

１０ｄ以上

１３５°

９０°

１８０°

１３５°

９０°

９０°

４
ｄ

以
上

４
ｄ

以
上

１３５°

９０°

Ｄｄ

４ｄ以上かつ６０mm以上

ｄ

Ｄ

６ｄ以上かつ６０mm以上

ｄ

ｄ

Ｄ Ｄ

１００mm

ｄ

Ｄ Ｄ

Ｄ

ｄ

直交方向に９０°

９０°

θθ＜９０°

Ｄ

位　置

一般階

使 用 箇 所

５ｄ以上

２０ｄ以上

ラーメン隅角部

最上階

曲げ内法

直径

曲げ

角度
折曲げ図

３．２表　鉄筋曲げ加工（２）

９０°

９０°

１
０

０
m
m

１
２

ｄ
以
上

（３）項目は、・ 印のついたものを適用する。・ 印のない場合は、※ 印のあるものを

　　　適用する。・ 印と ※ 印のある場合は、共に適用する。

※ ＳＤ３４５

・  ＳＤ３９０

・  ＳＤ４９０

※ Ｄ１３以上

・

重ね継手 下記以外

鉄筋の種類

ガス圧接

※ Ｄ１９以上の柱、梁主鉄筋

・ Ｄ１６以上の増設端の床・壁鉄筋

・

・ 図面による機械式継手

鉄筋の継手

コンクリート種別
（cm）

スランプ

※ 普通コンクリート

・

※ ２４

・ ３０

・

※ １２

・

※ 高炉セメントＢ

・ 普通ポルトランドセメント

・ 低熱ポルトランドセメント

・

分　類

鉄筋コンクリート

セメントの種類

無筋コンクリート

※ 普通コンクリート

・ ・ ・

※ １８ ※ １２ ※ 高炉セメントＢ

・ 普通ポルトランドセメント

・

注１：無筋コンクリートには均しコンクリートを含む。

１．１表　鉄筋の種類及び継手

砂利または砕石

均しコンクリート

種　　別 厚　さ （mm）

※　２００

・　

※　１００

１．３表　砕石基礎工及び均しコンクリート工の仕様

１．２　鉄筋の仕様及び継手

（１）粗骨材の最大寸法の ４/３ 倍

（２）最小のあき２０mm

なお、柱部材を設ける場合は、構造細目共通図（複合構造物）（２）を参照すること。

間隔

ａ

あき

異形鉄筋

（注）Ｄ：鉄筋の最外径　ｄ：鉄筋直径（呼び名）

４．２図　鉄筋のあき

Ｄ Ｄ

鉄筋相互のあき（ａ）は、下記（１）,（２）,（３）の最大値以上とする。

（３）異形鉄筋の直径（呼び名）

構 造 細 目 共 通 図（土木構造物）

１　　特記事項

２　　共通事項 ４　　鉄筋のかぶり及び間隔

３　　鉄筋の折曲げ加工

５　　鉄筋の継手及び定着

※破線部は、同一平面にある鉄筋の上端と下端とで重ね継手位置を交互にすること、

　並びに同一断面にある鉄筋では、奥行き方向に重ね継手位置を交互とすることを

　それぞれ示す。

５．２表　鉄筋の定着の長さ

通常の施工の場合※

＜ 令和4年版 ＞

　　①本表の適用は、鉄筋種類ＳＤ３４５、鉄筋径Ｄ１３～Ｄ３２とする。

　　②定着長は折曲げ加工後の直線部分で確保する。

　　③壁、床版、底版の主鉄筋の中心間隔が１００mm未満の場合は、別途図示による。

2

1

2

1
2

1

ＡＷＳＣＪ（第５版）－１０４－００５

※本図面は（一社）全国上下水道コンサルタント協会が著作権を有するものである。

　使用にあたっては、上記協会への使用願いの提出と、配布番号の記載が必要である。

　枠外右下の【協会員番号】と【配布番号】の記載がない図面は無効とする。

設計基準

(Ｎ/mm )
強　  度

2

ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

ｄ

ｄ

Ｄ

～Ｄ２２
Ｄ１９

２４以上
２７未満
(Ｎ/mm )2

設計基準

強　　度

Ｓ
1

縮 尺

福 山 市 上 下 水 道 局

番

号

図面番号

工 事 名

種　　別

工事箇所

設計年月

_

福山市新涯町二丁目及び新涯町四丁目地内

２０２６年　４月

001

構造細目共通図（土木構造物）

（１）

新涯ポンプ場放流渠耐震化工事

床版・スラブ・梁 柱・壁 底版・フーチング

　　　含まない。

　　　 ない。



６．２　床

６．２．２ 床版開口部の補強

（１）同一床版に段差がある場合、６．６図の補強を行う。

６．２．１ 段差床版の補強

（１）床版開口部の補強は開口によって切られる鉄筋と同量の鉄筋で周囲を補強し、

　 　 隅角部には斜め方向に主鉄筋径以上の鉄筋を上下筋の内側に配筋する。

（２）ガス圧接の場合のずらす距離(Ｌ)は、太い方の鉄筋径の２５倍以上とする。

（３）機械式継手のずらす距離(Ｌ)は、太い方の鉄筋径の２５倍以上とする。

（１）同一断面での継手は軸方向に相互にずらす。

（４）機械式継手をイモ継ぎ部に使用する場合は、継手性能はＳＡ級かつ継手信頼度

６．１　壁

６．１．１ 一般事項

６．１．２ 壁開口部の補強

（１）壁の鉄筋の継手及び定着は、５．１項及び５．２項に基づくものとする。

（２）幅止め鉄筋の鉄筋径及び間隔は、図面による。

（１）壁開口部の補強は、図面による。補強鉄筋の長さ及び位置は、６．１図を標準

（２）開口寸法が配筋間隔以下で、鉄筋を緩やかに曲げることにより、開口部

　　 を避けて配筋出来る場合は、補強鉄筋を省略することができる。

６．１図　壁開口部の補強要領

６．１．３ 壁と壁の交差部及び端部

（１）壁と壁の交差部の鉄筋加工要領は、６．２図による。

（２）壁の端部の鉄筋加工要領は、６．３図による。

６．２図 壁と壁の交差部配筋要領図　(平面)

鉛直方向鉄筋
水平方向鉄筋

鉛直方向鉄筋

水平方向鉄筋

鉛直方向鉄筋

水平方向鉄筋

Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｌ

５．３図　ガス圧接継手工法及び機械式継手工法

Ｌ ≧ ２５ｄ(ｄ：太い方の鉄筋径)

１５０mm以上

つなぎ鉄筋

Ｄ＝５ｄ

鉛直方向鉄筋

水平方向鉄筋

１０ｄ以上かつ

６．３図 壁の端部配筋要領図　(平面)

６．１．４ 壁と床版・底版の交差部

（１）壁と床版の交差部は、６．４図及び６．５図による。

Ｓ
Ｄ１３

水平方向鉄筋水平方向鉄筋

Ｌ ＬＳ ＳＳＳ

Ｌ

杭芯杭芯

６．４図 壁と床版・底版の交差部配筋要領図　(断面)

Ｓ Ｓ

Ｃ部

Ｄ部

Ｂ部

Ａ部 Ｅ部

Ｌ≧２５ｄ

Ｌ

Ｓ

Ｓ

Ｌ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｌ

Ｓ

Ｓ

Ｌ

Ｓ

Ｓ ＬＳ ＳＳ

Ｌ≧２５ｄ

Ｌ

Ｌ≧２５ｄ

鉄筋径は

水平方向鉄筋

図面による

１００

（２）Ｂ部詳細図

Ｄ＝５ｄ

Ｄ＝５ｄ

Ｄ＝５ｄ Ｄ＝５ｄ

※配筋要領は杭あり、杭なしとも同一

杭芯

Ｃ１．杭あり

Ｄ＝２０ｄ

Ｄ＝５ｄ

水平方向鉄筋

Ｃ２．杭なし

Ｓ Ｓ

６．２．３ 吊りフックが取り付く場合の補強

（２）開口寸法が配筋間隔以下で、鉄筋を緩やかに曲げることにより開口部を避け

　　  て配筋できる場合は、補強鉄筋を省略することができる。

Ｓ

Ｓ

※

本

Ｓ

Ｓ

５Ｈ

Ｈ≦７０

４－Ｄ※

７０＜Ｈ

Ｈ

Ｓ

３５０

６－Ｄ※

Ｓ

６．８図　吊りフック取り付け部補強要領図（断面）

６．５図 壁と床版・底版の交差部配筋詳細図　(断面)

吊りフック

※２

※１

※２

Ｓ Ｓ

Ｌ′

凡例

・Ｓ  ,Ｓ  ：　５．１表のとおりであり、折曲げ加工後の直線長で確保する長さ

注１：Ａ部以外においてハンチを設ける場合は、ハンチ筋についてＡ部に準じた配筋とする。

・Ｄ：鉄筋の曲げ内法直径

・ｄ：鉄筋直径（呼び名）

注２：ハンチを設ける場合の配筋は、図面に指示がない場合はＡ２を、図面に指示がある場合はＡ３を適用

注３：Ｃ部の杭なしの場合、及びＤ部において、底版上端筋の曲げ定着は下方に取ることを原則とするが、

　　　部材厚等の関係で直線状にＳ  定着長が確保できない場合は、上方に取ることでよいものとする。

Ｌ≧２５ｄ

Ｌ≧２５ｄ

Ｌ

Ｌ≧２５ｄ

Ｌ≧２５ｄ

以上
１２ｄ

Ｓ

Ｄ＝５ｄＤ＝５ｄ

Ｄ＝
５ｄ

１０ｄ以上かつ
１５０mm以上

Ｄ＝５ｄ

Ｄ＝５ｄ

Ｄ＝２０ｄ

１００

Ｄ＝５ｄ

Ｄ＝２０ｄ

Ｄ＝５ｄ

Ｄ＝５ｄ

Ｄ＝５ｄ
Ｄ＝５ｄ Ｄ＝５ｄ

Ｄ＝５ｄ Ｄ＝５ｄ

Ｌ≧２５ｄ

Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

５．２．２ 鉄筋のガス圧接および機械式継手

　　鉄筋のガス圧接継手及び機械式継手は土木学会「鉄筋定着・継手指針[2020年版]」

　　(土木学会)による。機械式継手は、ねじふし鉄筋継手工法とする。また、ねじふ

　　し鉄筋継手工法以外の機械式継手を採用する場合は、監督職員の承諾を得ること。

杭芯

Ｓ１００

１００

１００

１００

注４：Ｌ  は、場所打杭・打ち込み杭・埋め込み杭は１．０Ｄ（Ｄは杭径）以上とする。

６．６図　同一床版に段差がある場合の補強要領図（断面）

６．７図　床版開口部の補強要領図（平面）

※：鉄筋径及び本数は、図面による

注１：重ね継手は、応力の小さい位置とする。

Ａ３．ハンチあり、定着あり

（１）Ａ部詳細図

Ａ２．ハンチあり、定着なしＡ１．ハンチなし

（４）Ｄ部詳細図 （５）Ｅ部詳細図

（３） Ｃ部詳細図

※：鉄筋径は、図面による。

※：鉄筋径は、図面による

Ｌ′：フック埋め込み長さ

※１：補強鉄筋は、図面による

※２：部材寸法は、図面による

※：つなぎ鉄筋径及び本数は、図面による。

６　　配筋要領

Ｌp

Ｌ≧２５ｄ

2

2

2

2

2 2

2

2

1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1

1

1

1

1

1 1

1 1

2

2

2

2 2

1

2

ｐ

2

2

2

2

2

2

2ｎ

2 2

Ｓ2

Ｓ2
Ｄ＝

５ｄ

Ｄ＝
５ｄ

鉛直方向鉄筋

水平方向鉄筋

Ｌ≧２５ｄ

Ｓ2

Ｄ＝５ｄ

Ｄ＝２０ｄ

Ｄ＝５ｄＳ2

Ｓ2 Ｓ2

Ｓ2

Ｓ2

Ｄ＝５ｄ

Ｄ＝５ｄ

Ｓ2

Ｓ2
Ｄ＝５ｄ

Ｄ＝５ｄ Ｄ＝５ｄ

Ｄ＝５ｄ
Ｓ2

Ｓ2

Ｓ2Ｓ2

Ｓ2

Ｓ2

Ｓ2

Ｓ2 Ｓ2

2

Ｈ

（  /2）本1ｎ 

本1ｎ

（１）Ａ部詳細図

縮 尺

福 山 市 上 下 水 道 局

番

号

図面番号
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　　　とする。
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（  /2）本2ｎ 
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７．１図　ＰＨＣ杭の杭頭補強

（５）杭体内補強鉄筋は必要に応じ配置する。

（２）鉄筋種別、径・本数は、図面による。

（１）壁のせん断補強要領は、６．１０図及び６．１１図による。

６．３．２　壁

（１）底版・床版のせん断補強要領は６．９図及び６．１１図による。

６．３．１　底版・床版

７．３図　場所打ち杭の杭頭補強

７．１　一般事項

６．４　柱及び梁

６．３　せん断補強鉄筋

せん断補強鉄筋

Ｄ

ｄ

Ｄ
Ｄ

Ｄ

ｄ

せん断補強鉄筋

７．６図　杭頭補強鉄筋が底版厚より長くなる場合の杭頭補強

８．１　増設予定端の配筋

（１）増設端鉄筋の継手工法は、Ｄ１６以上をガス圧接、Ｄ１３を重ね継手とするこ

７．５図　鋼管ソイルセメント杭の杭頭補強

７．４図　ＳＣ杭の杭頭補強

７．２図　鋼管杭の杭頭補強

ずれ止め厚さ

９

１２

１６

※材質はＳＳ４００

杭　径　　（Ｄp） 

７．１表　杭体内外ずれ止めプレートの肉厚

（４）杭頭補強鉄筋が底版厚より長くなる場合は、７．６図による。

Ｄ

６．９図　底版・床版せん断補強要領図（断面）

（１）補強鉄筋にＳＤ３９０またはＳＤ４９０を用いる場合、中詰めコンクリート

　　 ＳＤ４９０では４１ｄ以上とする。

１２ｄ以上

１２ｄ以上

１２ｄ以上

１００

１００

６ｄかつ６０mm以上
６ｄかつ６０mm以上

６ｄかつ６０mm以上

６ｄかつ６０mm以上

基礎底版鉄筋

※１

１００

※２

組立鉄筋

中詰め
コンクリート

補強鉄筋（ｄ）

Ｄ１３－１５０＠
帯鉄筋

ずれ止め

基礎底版鉄筋

１００

１００

帯鉄筋

１００

１００

Ｄ１３以上、間隔１５０＠以下

基礎底版鉄筋

主鉄筋径ｄ

１００

１００

帯鉄筋

帯鉄筋

Ｄ１３－１５０＠

中詰め補強鉄筋（ｄ）

基礎底版主鉄筋

帯鉄筋

補強鉄筋かぶり１．０ｄ以上

かつ杭体内補強鉄筋径以上 中詰め
コンクリート

※１

１００

※２

補強鉄筋（ｄ）

Ｄ１３－１５０＠
帯鉄筋

ずれ止め

基礎底版鉄筋

中詰めコンクリート

１００

１００

組立鉄筋

ソイルセメント

補強鉄筋

中詰め
コンクリート

基礎底版鉄筋

基礎上端鉄筋

１２ｄ以上

１００

１００

６．１０図　壁せん断補強要領図（断面）

６．１１図　せん断補強鉄筋加工要領図（断面）

　　　は図面による。

帯鉄筋

Ｄ１３－１５０＠

中詰めコンクリート

中詰め補強鉄筋

基礎下面

杭体内補強鉄筋

ＰＣ鋼材

杭体内補強鉄筋

柱及び梁を設ける場合の配筋要領は、図面による。

増設端
：保護コンクリート

主鉄筋又は配力鉄筋

５０

Ｌ

５０ｄ以上

Ｂ

５０

５０ｄ×２

鉄筋種別

ＳＤ３４５

ＳＤ３９０

ＳＤ４９０

補強鉄筋の曲げ
内法直径　Ｄ

５．０ｄ

６．０ｄ

７．０ｄ

７　　杭基礎の補強

８　　増設予定端

※鉄筋径は図面による。

※機械式継手は、Ｄ１３以上を対象とする。

※１：ずれ止めの大きさは、７．１表による。

※２：全周現場すみ肉溶接

※１：ずれ止めの大きさは、７．１表による。

※２：全周現場すみ肉溶接

Ｄ＝５ｄ

Ｄ：曲げ内法直径

ｄ：せん断補強鉄筋直径（呼び名）

ａ） ガス圧接継手の場合 ｂ） 重ね継手の場合

※増設時に鉄筋を曲げ戻す

※奥行き方向は、５．２図による

Ｄp＜８００

８００≦Ｄp＜１２００

１２００≦Ｄp＜１５００

杭頭処理形態

カットオフする場合

カットオフしない場合

鉄筋

コンクリート

鉄筋

コンクリート

Ｔｙｐｅ　Ｂ

Ｌs≧５０φ＋Ｌ0＋１０ｄ

Ｌc≧２．５Ｄp＋１００、かつ５０φ＋Ｌ0＋１０ｄ＋（かぶり１００）

Ｌs≧Ｌ0＋１０ｄ

Ｌc≧２．５Ｄp＋１００、かつＬ0＋１０ｄ＋（かぶり１００）

注１．φは、ＰＣ鋼材径とする。

※鉄筋径及び間隔は、図面による

※鉄筋径及び間隔は、図面による

※：鉄筋径と間隔は図面による。

（３）Ｄ１３以上の鉄筋について機械式継手を用いる場合は、８．１図のｃ）による。

　　　とし、継手部の詳細及び継手単体に必要な特性を図面に示す。

機械式継手

ｃ） 機械式継手（Ａ級以上）

※機械式継手をイモ継ぎに使用する場合は、構造計算書等により当該箇所に塑性ヒンジが発生しない

８．１図　増設予定端配筋要領図（断面）

　所要の耐震性を有していることを、適切な実験や解析等で照査しなければならない。詳細は「鉄筋

　定着・継手指針[2020年版]（土木学会）」による。

　ことを確認する必要がある。施工上やむを得ず機械式継手によるイモ継ぎとなる場合は、継手部が

　　  以上とする。

2

（３）杭基礎の補強鉄筋の定着長Ｌ は、ＳＤ３４５及びＳＤ３９０では３５ｄ以上、0

補強鉄筋かぶり１．０ｄ以上

１５mm以上

帯筋かぶり １５mm以上 

１５mm以上 補強鉄筋かぶり １．０ｄ以上 

Ｌc≧Ｄsp＋１００ 

Ｌs≧Ｌ ＋１０ｄ 

Ｌ≧Ｌ ＋１０ｄ 0

Ｌs 
Ｌc 

Ｄp 

Ｌ≧Ｌ ＋１０ｄ 0

Ｌc≧Ｄp＋１００ 
Ｄp／４ 

Ｄp／４ 

１５mm以上 

Ｌs≧Ｌ ＋１０ｄ 0

Ｄp 

Ｌ≧Ｌ ＋１０ｄ 0

Ｌ≧２・Ｄp 

Ｌ≧Ｌ ＋１０ｄ 0

Ｌ≧Ｌ ＋１０ｄ 0

Ｌ≧２．５Ｄｐ+１００ 

Ｌ≧Ｌ ＋１０ｄ 0

0

Ｄsp／４ 

Ｄsp／４ 

Ｄsc

Ｄsp

（２）増設端の鉄筋を保護するコンクリート強度は１８Ｎ/mm とする。
2

　　　機械式継手の仕様は「鉄筋定着・継手指針[2020年版]」(土木学会)によるもの

：Ｄ１６以上 

＋(Ｂかつ２５ｄ)以上 

Ｌ≧２５ｄ+５００mm（ｄは、鉄筋径(呼び名)） 

６ｄかつ６０mm以上

６ｄかつ６０mm以上

Ｄ

Ｄ

基礎下面

基礎下面

Ｄ１３以上、間隔３００＠以下

Ｄp 

基礎下面

Ｄ１３－１５０＠

Ｄp 

基礎下面

帯鉄筋

Ｄ１３－１５０＠

基礎下面

Ｌ≧Ｌ ＋１０ｄ 0

増設端
：保護コンクリート

主鉄筋又は配力鉄筋
：Ｄ１３以上 
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　　　及び補強鉄筋が定着する基礎底版コンクリートの設計規準強度を３０Ｎ/mm 

　　　とを原則とし、８．１図のａ）、ｂ）による。部材寸法及び鉄筋の径と間隔は



９．１　　適用範囲

９．３　　鉄筋の継手長及び定着長

９．２　　鉄筋の仕様及び継手

（１）本構造細目共通図は、下水道施設における処理場、ポンプ場の土木構造物の耐

　　  震補強に適用する。

（２）図面及び構造細目共通図に記載されていない事項は、下記に基づくものとし、

　　  これらに相違がある場合は監督職員に確認し指示を受ける。

９．２表　鉄筋の種類及び継手

鉄筋の種類及び継手は９．２表による。　

９．４　　あと施工アンカー（接着系）

既存躯体 増設補強壁

接合面
接着剤

  a Ｌe

アンカ－筋

Ｄ
a

（２）アンカーの打設は、増設壁が接合する四周の柱、梁に行うことを原則とする。

（３）アンカーの埋め込み・定着長さを９．４表に示す。

区 分

有効埋め込み長

有効定着長

開口補強部

開口補強部

一般部

位 置 長 さ用 途

曲げモーメント

せん断力

曲げモーメント

せん断力

-

-

備 考

先端形状45

カット

ナットあり

ナットなし

一般部

。

９．４表　あと施工アンカー埋め込み・定着長さ

（Ｌe）

（Ｌn）

はしあき ピッチ

不可(×)

可(○)

せん断補強筋コンクリート

かぶり

主筋

あと施工アンカー

（３）あと施工アンカーは接着系とし、開口補強部を除き、アンカー筋はナット付き

（１）アンカー径は、Ｄ１３以上、Ｄ２２以下とする。

　　 (詳細は「鉄筋定着・継手指針[2020年版]」(土木学会)による。)

９．８　　フレア溶接

９．７　　開口閉塞

　　  フレア溶接で行う。

（１）既存壁と増設壁との接合は、開口周囲のコンクリートをはつり、鉄筋同士を

（２）閉塞部分が既存梁、柱と接する部位は全てあと施工アンカーで接合する。

無収縮モルタル圧入 フレア溶接

（鉄筋径による）

はつり範囲

９．７図　開口閉塞要領図

Ｄ１３

Ｄ１６

Ｄ１９

Ｄ２２

Ｄ２５ ３００

３００

３００

２００

２００

壁の鉄筋径 はつり幅

はつり範囲例　　mm

（１）特記なき鉄筋のフレア溶接の継手形状を９．８図に示す。

回し溶接をしない

φ

鉄筋 溶接部

鉄筋

９．８図　フレア溶接継手形状

接合面

アンカ－筋

接着剤

９．４．１図　あと施工アンカー埋め込み・定着図

２０mm２０mm

１０ｄ

（２）継手長さは鉄筋径の１０倍とし、回し溶接は行わない。

（片面１０ｄ）

（３）閉塞部分の頂部２００mm以上は、無収縮モルタル圧入とする。

（５d  以上） （７．５d  以上かつ３００mm以下）

Ｓ  + ５・ｄ 

１２・d

Ｌn＝Ｓ  +５ｄ

 
 a

Ｌ

ＬnＬ

アンカ－筋（ナット付き）

埋込長

アンカ－筋（ナット付き）

あと施工アンカー（接着系）

壁周辺目荒し

無収縮モルタル圧入

後打ちコンクリート

（４d  以上）

（５．５d  以上）

（２．５d  以上かつ主筋の内側）

ａ

ｗ

回し溶接をしない

あと施工アンカー（接着系）

　　　るものとし、配置間隔は図面による。

（２）あと施工アンカーは接着系とし、開口補強部を除き、アンカー筋はナット付き

（３）増打ち部と接する既存の壁面を目荒しするほか、新旧の壁面にジベル筋を設け

　　　考慮して、打継目が一体となるように留意する。

（５）梁下端部や垂れ壁下端部の施工では、コンクリートのブリーディングや沈下を

ジベル筋（接着系）

アンカ－筋（ナット付き）

（Ｄ１３以上）

ジベル筋（接着系）

（Ｄ１３以上）

無収縮モルタル圧入

壁周辺目荒し

あと施工アンカー（接着系）

アンカ－筋（ナット付き）ジベル筋（接着系）

９．６　増打ち補強壁ほか

（１）増打ち補強壁の配筋は９．６図を標準とする。

（Ｄ１３以上）

９．６図　増打ち補強壁要領図

（４）増打ち壁の頂部２００mm以上は、無収縮モルタル圧入とする。

あと施工アンカー（接着系）
＠

＠

ＳＤ３４５以外の鉄筋との継手長・定着長については図面による。

※１）既存の鉄筋種別がＳＲ２３５，２９５及びＳＤ２９５Ａの場合は、

　　　 ＳＤ材との継手にガス圧接を使用してはならない。

９．４．２図　あと施工アンカー配置図

９．５　新設補強壁

（２）新設部と接する既存の壁面には目荒しを施す。

幅止め筋（Ｄ１３以上）

（４）新設壁の頂部２００mm以上は、無収縮モルタル圧入とする。

９．５図　新設補強壁要領図

フレアー溶接 ・ Ｄ１３以上

※１）

９　　耐震補強

(あと施工アンカーの位置と間隔)

(ナット付き）

(ナットなし） （ｄ）断面配置

（ｃ）千鳥状配置

（ｂ）ダブル配置

（ａ）シングル配置

ａ：のど厚

ｗ：溶接ビードの幅

φ：鉄筋径（呼び径）フレア溶接継手の形状

種　別 径

鉄筋の種類 ※ ＳＤ３４５ ※ Ｄ１３以上

重ね継手 下記以外

・ Ｄ１６以上の増設端の床・壁鉄筋
・

ガス圧接
・ Ｄ１９以上の柱、梁主鉄筋

機械式継手 ・ 図面による

鉄筋の継手

２
０

０
m
m
以

上

２
０

０
m
m
以

上

２
０
０

m
m
以

上

２
０

０
m
m
以

上

（１）新設補強壁の配筋は９．５図を標準とする。

ｄ

d

ｄ

1

1

a

a

a

　７・d a

１２・d a

１０・d a

２０・d

a

a

a

a

a

a

既存躯体 増設補強壁

  a Ｌeｄ

Ｄ
a

  
a

ｄ

Ｌ

はしあき

（５d  以上）a （７．５d  以上かつ３００mm以下）a

ピッチ

へりあき

ゲージ

はしあき

（５d  以上）a （７．５d  以上かつ３００mm以下）a

ピッチ

ゲージ

（２．５d  以上かつ主筋の内側）a

へりあき

埋込長

フレア溶接

（片面１０ｄ）

フレア溶接

（片面１０ｄ）（鉄筋径による）

はつり範囲

１）土木工事特記仕様書

２）土木工事共通仕様書

３）コンクリート標準示方書・施工編

４）コンクリート標準示方書・構造性能照査編

５）官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説

６）鉄筋定着・継手指針

７）2017年改訂版　既存鉄筋コンクリート造
　　建築物の耐震改修設計指針・同解説

８）あと施工アンカー連続繊維補強設計・施工指針

全国上下水道コンサルタント協会

国土交通省中国地方整備局

土木学会

土木学会

建築保全センター

土木学会

日本建築防災協会

国土交通省

（別紙による。)

（令和７年版）

（2023年版）

（2002年版）

（平成８年版)

（2020年版）

（2017年版）

（2006年版）

Ｌ ：コンクリ－トの穿孔深さ、または接着系アンカ－の埋め込み長さ

Ｌe：アンカ-の有効埋め込み長さ

Ｌ  ：アンカ-筋の全長

Ｌn：有効定着長さ

Ｄa：既存コンクリ－ト躯体への穿孔径

ｄ  ：アンカ－軸部の直径、アンカ－筋の呼び名

Ｓ ：補強筋との継手長

d

1

a
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